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道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う交通警察の運営について（通達）

道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第42号。以下「改正法」という。）が公

布され、改正法附則第１条第１号に掲げる規定は、本年６月30日から施行されることとなっ

た。

また、改正法の施行に伴い、道路交通法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第18

1号。以下「改正令」という。）、道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化

に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改

正する内閣府令（令和２年内閣府令第45号。以下「改正府令」という。）及び指定講習機関

に関する規則等の一部を改正する規則（令和２年国家公安委員会規則第８号）が公布され、

同日から施行されることとなった。

今回施行される改正規定は、妨害運転に対する罰則の創設等に関するものであり、その趣

旨、内容及び留意事項は下記のとおりであるので、改正規定が円滑かつ適切に施行されるよ

う、関係事務の運営に万全を期されたい。

記

１ 妨害運転に対する罰則の創設等

(1) 趣旨

平成29年６月、神奈川県内の東名高速道路上において、他の自動車を執ように追跡し、

進路を塞ぐなどの妨害行為を繰り返した上、当該自動車を停止させて後続の自動車に追

突させ、停止させられた自動車に乗車していた一家４人を死傷させる事件が発生した。

また、この事件の発生以降も、同様の悪質・危険な運転行為が相次いで発生しており、

いわゆる「あおり運転」として重大な社会問題となっている。

このような状況を踏まえ、この種の悪質・危険な運転行為を抑止するため、他の車両

等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設等を行うことと

されたものである。

(2) 内容

ア 妨害運転に対する罰則の創設

(ｱ) 他の車両等の通行を妨害する目的で、次に掲げる行為であって、当該他の車両等

に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者は、

３年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされた（改正法による改正後

の道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第117条の２の２第11

号）。



ａ 法第17条（通行区分）第４項の規定の違反となるような行為

ｂ 法第24条（急ブレーキの禁止）の規定に違反する行為

ｃ 法第26条（車間距離の保持）の規定の違反となるような行為

ｄ 法第26条の２（進路の変更の禁止）第２項の規定の違反となるような行為

ｅ 法第28条（追越しの方法）第１項又は第４項の規定の違反となるような行為

ｆ 法第52条（車両等の灯火）第２項の規定に違反する行為

ｇ 法第54条（警音器の使用等）第２項の規定に違反する行為

ｈ 法第70条（安全運転の義務）の規定に違反する行為

ｉ 法第75条の４（最低速度）の規定の違反となるような行為

ｊ 法第75条の８（停車及び駐車の禁止）第１項の規定の違反となるような行為

(ｲ) 前記(ｱ)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、

その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者は、５年以下の懲役又は100

万円以下の罰金に処することとされた（法第117条の２第６号）。

イ 運転免許を受けることができない期間等に関する規定の整備

公安委員会は、運転免許を受けた者が前記ア(ｲ)の行為をしたときは、その者の運

転免許を取り消すことができることとするとともに、３年以上10年を超えない範囲内

で当該処分を受けた者が運転免許を受けることができない期間を指定すること等がで

きることとされた（法第90条、第103条及び第107条の５）。

ウ 運転免許の効力の仮停止に関する規定の整備

前記ア(ｲ)の行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場

合について、運転免許の効力の仮停止の対象とすることとされた（法第103条の２第

１項第２号）。

エ 妨害運転に付する基礎点数に関する規定の整備

法第117条の２の２第11号の罪に当たる行為（「妨害運転（交通の危険のおそれ）」）

を一般違反行為とし、基礎点数25点を付することとされた。

また、法第117条の２第６号の罪に当たる行為（「妨害運転（著しい交通の危険）」）

を特定違反行為とし、基礎点数35点を付することとされた（改正令による改正後の道

路交通法施行令（昭和35年政令第270号。以下「令」という。）別表第２の１の表及び

第２の２の表）。

オ 重大違反に関する規定の整備

重大違反唆し等の対象となる重大違反に、妨害運転（著しい交通の危険）及び妨害

運転（交通の危険のおそれ）を追加することとされた（令第33条の２の３第４項）。

カ 仮運転免許の取消しの基準に関する規定の整備

仮運転免許の取消処分の対象となる違反に、妨害運転（著しい交通の危険）及び妨

害運転（交通の危険のおそれ）を追加することとされた（令第39条の３第１項第３号）。

キ 危険行為に関する規定の整備

自転車運転者講習の対象となる危険行為に、妨害運転（著しい交通の危険）及び妨

害運転（交通の危険のおそれ）を追加することとされた（令第41条の３第15号）。

ク 安全運転管理者等の欠格要件に関する規定の整備

安全運転管理者等の欠格事由に、妨害運転に係る罪を追加することとされた（改正

府令による改正後の道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第９条の９第１

項第２号ロ）。



(3) 留意事項

ア 妨害運転の抑止を図るため、関係機関及び団体と連携して、改正規定の内容につい

て周知徹底するとともに、妨害運転を誘発しない運転の必要性、妨害運転を受けたと

きの対処法等についても一層の広報啓発活動を推進すること。

また、妨害運転に対する厳正な指導取締りを徹底するとともに、妨害運転を行った

者に対する迅速な行政処分を推進すること。

イ 改正規定の趣旨及び内容について、違反の構成要件、立証方法、捜査書類の作成要

領等について、教養を徹底すること。

２ その他

仮運転免許の取消処分の対象となる違反に、携帯電話使用等（交通の危険）（法第71条

第５号の５の規定に違反する行為（同号の規定に違反し、よって道路における交通の危険

を生じさせた場合に限る。））を追加することとされた（令第39条の３第１項第３号）。

３ 経過措置

(1) 施行前にした行為を理由とする運転免許（法第84条第１項に規定する運転免許をい

う。）の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等（法第84条第１項に規定

する自動車等をいう。）の運転の禁止については、なお従前の例によることとされた（改

正法附則第３条）。

(2) 施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例によることと

された（改正法附則第８条）。

(3) 施行前にした行為を理由とする仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例

によることとされた（改正令附則第２項）。

(4) 施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例によることとされた（改

正令附則第３項）。

（交通企画課企画係）

（交通指導課指導取締係）

（運転免許課行政処分係）


